
平 成 ２ ９ 年 度

中種子町一般会計及び特別会計

歳入歳出決算審査意見書並びに

基 金 運 用 状 況 審 査 意 見 書

中種子町監査委員



目 次

１．審 査 に つ い て １ 頁

２．審 査 の 結 果 ２ 頁

３．決 算 の 概 要

1 一 般 会 計 ３ 頁

2 特 別 会 計 １１頁

(1)国民健康保険事業勘定特別会計 １１ 頁

(2)簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 １５ 頁

(3)と 畜 場 特 別 会 計 １７ 頁

(4)介護保険事業勘定特別会計 １９ 頁

(5)後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 ２１ 頁

４．審 査 意 見 ２３ 頁

５．個 別 意 見 ３１ 頁

６．基金運用状況審査意見書 ３５ 頁

７．結 び ３７ 頁



- 1 -

１．審 査 に つ い て

１．審査の対象

（１）平成２９年度中種子町一般会計歳入歳出決算

（２） 同 中種子町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算

（３） 同 中種子町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

（４） 同 中種子町と畜場特別会計歳入歳出決算

（５） 同 中種子町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算

（６） 同 中種子町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

（７）伝票類及び歳入歳出決算事項別明細書，実質収支に関する調書並びに財産に関する調書

２．審査の期間

平成３０年６月２５日から同年７月９日まで

３．決算書の調整並びに提出時期（地方自治法第２３３条第１項及び２項）

会計管理者から町長に対する決算書の提出及び町長から監査委員に対する決算書の送付に

ついては、法定の期限内に提出されている。

４．審査方法

決算審査にあたっては、町長から提出された各会計歳入歳出決算書・歳入歳出決算事項別

、明細書・実質収支に関する調書・財産に関する調書及び基金の運用状況を示す書類について

関係職員の説明を聴取するとともに、関係法令に準拠して調整されているか、財政運営は健

、 、 、全か 財産の管理は適正か 更に予算が適正かつ効率的に執行されているか等に主眼をおき

関係諸帳簿及び証拠書類との照合等通常実施すべき審査手続を実施した。
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２．審 査 の 結 果

審査に付された一般会計、特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支

に関する調書及び財産に関する調書は、いずれも関係法令に準拠して作成されており、関係諸帳

簿及び証拠書類と照合した結果、決算計数は正確であり、執行は概ね適正なものと認められた。

また、基金の運用状況についても、その計数は正確であり、その運用状況は基金条例及び規則

に基づき、その目的に従って運用並びに管理されていると認められた。

第１表　各会計別決算の状況

収入済額 支出済額 収入 支出

一 般 会 計 6,656,412,000 6,496,645,448 6,357,140,056 139,505,392 97.6 95.5

繰 越 明 許 費
及 び 継 続 費 286,525,000 286,481,000 286,472,180 8,820 100.0 100.0

事 故 繰 越 金 0 0 0 0 0.0 0.0

6,942,937,000 6,783,126,448 6,643,612,236 139,514,212 97.7 95.7

2 国 保 会 計 1,544,540,000 1,547,967,826 1,535,175,568 12,792,258 100.2 99.4

3 簡易水道会計 213,774,000 177,091,261 208,392,471 △ 31,301,210 82.8 97.5

4 と 畜 場 会 計 3,861,000 3,861,577 3,342,107 519,470 100.0 86.6

5 介護保険会計 1,085,847,000 1,085,877,515 1,080,883,661 4,993,854 100.0 99.5

6
後 期 高 齢 者
医療特別会計

152,109,000 152,143,256 150,603,982 1,539,274 100.0 99.0

3,000,131,000 2,966,941,435 2,978,397,789 △ 11,456,354 98.9 99.3

9,943,068,000 9,750,067,883 9,622,010,025 128,057,858 98.1 96.8

1

小        計

特別会計小計

合　　　　　計

（単位：円，％）

区　　　　　分 予算現額
決算額 歳入歳出

差引残額

執行率
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３．決 算 の 概 要

１ 一般会計

（１）歳 入

歳入決算額の状況、自主財源と依存財源の状況並びに、最近１２ヶ年間の地方交付税の交

付状況は、第２表、第３表及び第４表のとおりである。

歳入総額は６，７８３，１２６千円で、主なものは、地方交付税２，８６９，５２３千円

（構成比４２．３％ 、町債８８２，０００千円（同１３．０％ 、町税７８３，７２９千円） ）

（同１１．６％ 、県支出金５８５，１９８千円（同８．７％ 、国庫支出金５５９，７８２） ）

千円（同８．４％）等となっている。

前年度の決算額と比較してみると、総額で４１０，９３７千円（増減率△５．７％）減少

しているが、一般財源確保のため行った減債基金の繰入金２４７，８３２千円（同△６０．

４％ 、サトウキビ精脱葉施設建設の産地パワーアップ事業及び観光交流拠点施設整備事業）

（自然レクリエーション村）の減額による県支出金１６６，３５４千円（同△２２．１％）

が主な要因となっている。

地方交付税については、９１，６５２千円（同△３．１％）の減額となっている。

本町においては、依存財源７５．９％と非常に高い比率を占めており、その内の地方交付

税と町債で歳入全体の約６割近くを占めている。



第２表　歳入決算額の状況

（単位：千円，％）

決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率

1 町 税 783,729 11.6 742,783 10.4 40,946 5.5

2 地 方 譲 与 税 81,784 1.3 82,158 1.2 △ 374 △ 0.5

3 利 子 割 交 付 金 1,171 0.0 468 0.0 703 150.2

4 配 当 割 交 付 金 1,423 0.0 1,163 0.0 260 22.4

5 株式等譲渡所得割交付金 1,411 0.0 657 0.0 754 114.8

6 地 方 消 費 税 交 付 金 143,122 2.1 138,442 1.9 4,680 3.4

7 ゴルフ場利用税交付金 3,302 0.0 3,210 0.0 92 2.9

8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 13,845 0.2 9,908 0.1 3,937 39.7

9 地 方 特 例 交 付 金 1,693 0.0 1,827 0.0 △ 134 △ 7.3

10 地 方 交 付 税 2,869,523 42.3 2,961,175 41.2 △ 91,652 △ 3.1

11 交 通 安 全 対 策 交 付 金 1,316 0.0 1,451 0.0 △ 135 △ 9.3

12 分 担 金 及 び 負 担 金 43,922 0.7 39,651 0.6 4,271 10.8

13 使 用 料 及 び 手 数 料 82,086 1.2 88,093 1.2 △ 6,007 △ 6.8

14 国 庫 支 出 金 559,782 8.3 481,082 6.7 78,700 16.4

15 県 支 出 金 585,197 8.6 751,552 10.5 △ 166,355 △ 22.1

16 財 産 収 入 27,691 0.4 31,101 0.4 △ 3,410 △ 11.0

17 寄 附 金 196,961 2.9 157,325 2.2 39,636 25.2

18 繰 入 金 162,740 2.4 410,572 5.7 △ 247,832 △ 60.4

19 繰 越 金 141,350 2.1 80,451 1.1 60,899 75.7

20 諸 収 入 199,078 2.9 168,694 2.3 30,384 18.0

21 町 債 882,000 13.0 1,042,300 14.5 △ 160,300 △ 15.4

6,783,126 100.0 7,194,063 100.0 △ 410,937 △ 5.7

比　　　較

合　　　　　計

区　　　　　分
平成２９年度 平成２８年度

－4－



 第３表    自主財源と依存財源
                                                                 （単位：千円，％）

決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率

町 税 783,729 11.6 742,783 10.4 40,946 5.5

分 担 金 及 び 負 担 金 43,922 0.7 39,651 0.6 4,271 10.8

使 用 料 及 び 手 数 料 82,086 1.2 88,093 1.2 △ 6,007 △ 6.8

財 産 収 入 27,691 0.4 31,101 0.4 △ 3,410 △ 11.0

寄 附 金 196,961 2.9 157,325 2.2 39,636 25.2

繰 入 金 162,740 2.4 410,572 5.7 △ 247,832 △ 60.4

繰 越 金 141,350 2.1 80,451 1.1 60,899 75.7

諸 収 入 199,078 2.9 168,694 2.3 30,384 18.0

小　　計 1,637,557 24.2 1,718,670 23.9 △ 81,113 △ 4.7

地 方 譲 与 税 81,784 1.3 82,158 1.2 △ 374 △ 0.5

地 方 消 費 税 交 付 金 143,122 2.1 138,442 1.9 4,680 3.4

地 方 特 例 交 付 金 1,693 0.0 1,827 0.0 △ 134 △ 7.3

地 方 交 付 税 2,869,523 42.3 2,961,175 41.2 △ 91,652 △ 3.1

自 動 車 取 得 税 交 付 金 13,845 0.2 9,908 0.1 3,937 39.7

交 通 安 全 対 策 交 付 金 1,316 0.0 1,451 0.0 △ 135 △ 9.3

国 庫 支 出 金 559,782 8.3 481,082 6.7 78,700 16.4

県 支 出 金 585,197 8.6 751,552 10.5 △ 166,355 △ 22.1

町 債 882,000 13.0 1,042,300 14.5 △ 160,300 △ 15.4

利 子 割 交 付 金 1,171 0.0 468 0.0 703 150.2

ゴルフ場利用税交付金 3,302 0.0 3,210 0.0 92 2.9

配 当 割 交 付 金 1,423 0.0 1,163 0.0 260 22.4

株式等譲渡所得割交付金 1,411 0.0 657 0.0 754 114.8

小　　計 5,145,569 75.8 5,475,393 76.1 △ 329,824 △ 6.0

6,783,126 100.0 7,194,063 100.0 △ 410,937 △ 5.7

比　　　較

自

主

財

源

依

存

財

源

合　　　　　計

区　　　　　分
平成２９年度 平成２８年度

－5－
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第４表 最近１２ヶ年間の地方交付税交付状況 （単位：千円，％）

対前年度 対前年 決 算
年度 普通交付税 特別交付税 合 計

増 減 額 度伸率 構成比

１８ 2,618,043 219,330 2,837,373 49,172 1.8 55.3

１９ 2,675,599 203,461 2,879,060 41,687 1.5 55.3

２０ 2,744,622 216,405 2,961,027 81,967 2.8 54.2

２１ 2,733,687 224,134 2,957,821 △3,206 △0.1 49.8

２２ 2,804,940 247,923 3,052,863 95,042 3.2 49.0

２３ 2,740,567 243,490 2,984,057 △68,806 △2.3 50.8

２４ 2,703,243 256,697 2,959,940 △24,117 △0.8 50.6

２５ 2,687,434 243,711 2,931,145 △28,795 △1.0 48.1

２６ 2,619,555 242,569 2,862,124 △69,021 △2.4 43.7

２７ 2,667,268 236,609 2,903,877 41,753 1.5 44.2

２８ 2,734,931 226,244 2,961,175 57,298 2.0 41.2

２９ 2,629,985 239,538 2,869,523 △91,652 △3.1 42.3

（２）歳 出

歳出決算額の状況並びに目的別・性質別状況は，第５表，第６表のとおりである。

（ア）目的別歳出の状況

歳出総額は６ ６４３ ６１２千円で 主なものは総務費１ １２１ ３０７千円 構成比， ， 、 ， ， （

１６．９％ 、民生費１，３４３，３４９千円（同２０．２％ 、衛生費７４６，８１０千円） ）

同１１ ２％ 農林水産業費７２８ ７３５千円 同１１ ０％ 公債費７８２ ２４５（ ． ）、 ， （ ． ）、 ，

千円（同１１．８％）となっている。

決算額の増減状況では、全体で３８１，１０２千円（増減率△５．４％）減少しており、

、 ， （ ． ）主なものは 社会資本整備総合交付金事業による土木費３２０ ８９８千円 同８１ ６％

が増額となっているが、防災行政無線デジタル化事業による消防費１６２，６１１千円（同

△３８．２％ 、観光交流拠点施設整備事業による商工費７８，６５０千円（同△２８．３）

％ 、産地パワーアップ事業及び種子島周辺漁業対策事業による農林水産業費１７９，８９９）

（ ． ） 、 。千円 同△１９ ８％ 等が減額となっていることから 全体的な歳出の減額となっている

（イ）性質別歳出の状況

義務的経費は２ ７０１ ２８０千円 構成比４０ ７％ で 前年度に比べ２３ ７８６， ， （ ． ） 、 ，

千円（増減率０．９％）増加。投資的経費は１，３８３，４３６千円（構成比２０．８％）

で、前年度に比べ１，２７６千円（増減率△０．１％）減少している。その他の経費は、積

立金の大幅な減額により、前年度に比べ４０３，６１２千円（増減率△１３．６％）減少し

ている。



第５表　目的別歳出決算額の状況

（単位：千円，％）

決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率

1 議 会 費 85,796 1.3 87,001 1.2 △ 1,205 △ 1.4

2 総 務 費 1,121,306 16.9 1,283,688 18.3 △ 162,382 △ 12.6

3 民 生 費 1,343,349 20.2 1,297,838 18.5 45,511 3.5

4 衛 生 費 746,810 11.2 778,622 11.1 △ 31,812 △ 4.1

6 農 林 水 産 業 費 728,735 11.0 908,634 12.9 △ 179,899 △ 19.8

7 商 工 費 198,955 3.0 277,605 4.0 △ 78,650 △ 28.3

8 土 木 費 714,200 10.8 393,301 5.6 320,899 81.6

9 消 防 費 262,758 4.0 425,370 6.1 △ 162,612 △ 38.2

10 教 育 費 636,307 9.6 743,882 10.6 △ 107,575 △ 14.5

11 災 害 復 旧 費 23,151 0.3 67,954 1.0 △ 44,803 △ 65.9

12 公 債 費 782,245 11.7 760,819 10.7 21,426 2.8

6,643,612 100.0 7,024,714 100.0 △ 381,102 △ 5.4

比　　　較

合　　　　　計

区　　　　　分
平成２９年度 平成２８年度

－7－



 第６表    性質別支出の状況
                                                                 （単位：千円，％）

決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率

人 件 費 1,147,009 17.3 1,177,070 16.8 △ 30,061 △ 2.6

扶 助 費 772,026 11.6 739,605 10.5 32,421 4.4

公 債 費 782,245 11.8 760,819 10.8 21,426 2.8

小　　計 2,701,280 40.7 2,677,494 38.1 23,786 0.9

普 通 建 設 事 業 1,360,285 20.5 1,316,758 18.7 43,527 3.3

災 害 復 旧 事 業 23,151 0.3 67,954 1.0 △ 44,803 △ 65.9

小　　計 1,383,436 20.8 1,384,712 19.7 △ 1,276 △ 0.1

物 件 費 857,035 12.9 801,100 11.4 55,935 7.0

維 持 補 修 費 37,109 0.6 35,694 0.5 1,415 4.0

補 助 費 等 967,074 14.6 981,966 14.0 △ 14,892 △ 1.5

積 立 金 109,569 1.6 511,344 7.3 △ 401,775 △ 78.6

貸 付 金 73,720 1.1 82,710 1.2 △ 8,990 △ 10.9

繰 出 金 514,139 7.7 549,494 7.8 △ 35,355 △ 6.4

投 資 及 び 出 資 金 250 0.0 200 0.0 50 25.0

小　　計 2,558,896 38.5 2,962,508 42.2 △ 403,612 △ 13.6

6,643,612 100.0 7,024,714 100.0 △ 381,102 △ 5.4

比　　　較

義

務

的

経

費

合　　　　　計

区　　　　　分

投

資

的

経

費

そ

の

他

の

経

費

平成２９年度 平成２８年度

－8－
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（３）収支の状況

（ア）実質収支

最近３年間の収支の状況は、第７表のとおりである。

平成２９年度の実質収支は５４ ５７３千円で 前年度の５２ ８０４千円と比べ４ ７６９， 、 ， ，

千円増加している。

（イ）単年度収支及び実質単年度収支

単年度収支は１，７６９千円の黒字であり、これに基金積立金３０，５８２千円を加えた

実質単年度収支は３２，３５１千円の黒字となる。

また、財政力指数、実質公債費比率等は第８表のとおりである。

 第７表    一般会計実質収支表
（単位：千円，％）

平成２９年度 平成２８年度 平成２７年度

6,783,126 7,194,063 6,574,282

6,643,612 7,024,714 6,463,831

139,514 169,349 110,451

84,941 116,545 54,892

54,573 52,804 55,559

52,804 55,559 66,005

1,769 △ 2,755 △ 10,446

30,582 504 1,200

32,351 △ 2,251 △ 9,246実 質 単 年 度 収 支

実 質 収 支

前 年 度 実 質 収 支

単 年 度 収 支

基 金 積 立 金

繰 上 償 還 金

基 金 取 り 崩 し 額

形 式 収 支

翌年度に繰り越すべき財源

区　　　　　分
金　　　　額

歳 入 決 算 額

歳 出 決 算 額



第８表    財政力指数・経常収支比率・実質公債費比率等表
（単位：千円，％）

平成２９年度 平成２８年度 平成２７年度

3,429,342 3,536,294 3,453,205

796,652 799,412 785,937

3,780,932 3,892,924 3,841,583

0.23 0.23 0.22

1.4 1.4 1.4

94.5 90.7 90.1

9.1 7.9 8.1

7,906,079 7,757,822 7,417,962

3,508,497 3,531,389 3,397,989

財 政 調 整 基 金 742,252 683,670 653,166

減 債 基 金 1,750,296 1,838,514 1,811,080

地 域 振 興 基 金 1,388 1,387 1,387

地 域 福 祉 基 金 58,880 79,871 122,371

農 業 振 興 基 金 25,346 25,331 25,311

中 山 間 ふ る さ と
水 と 土 保 全 基 金

9,853 9,850 9,847

文化スポーツ振興基金 661,308 680,429 695,382

畜 産 振 興 基 金 79,321 89,112 79,445

ふ る さ と 応 援 基 金 179,853 132,998 0

標 準 財 政 規 模

金　　　　額
区　　　　　分

基 準 財 政 需 要 額

基 準 財 政 収 入 額

財 政 力 指 数

実 質 収 支 比 率

経 常 収 支 比 率

実 質 公 債 費 比 率

内

訳

地 方 債 現 在 高

積 立 金 現 在 高

－10－
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２ 特別会計

（１）国民健康保険事業勘定特別会計

歳入歳出決算状況並びに実質収支の推移、被保険者負担状況は次のとおりである。

（ア）歳 入

歳入総額は１ ５４７ ９６８千円で その主なものは 共同事業交付金３８５ ５０４， ， 、 、 ，

千円（同２４．９％ 、国庫支出金３７６，５９９千円（構成比２４．４％ 、国民健康） ）

保険税２８１，７４８千円（同１８．２％ 、前期高齢者交付金２６１，８４４千円（同）

１６．９％）等となっている。

主な増減をみると、前期高齢者交付金１３２，６８９千円（増減率１０２．７％ 、諸）

収入２，５００千円（同８２．３％）等が増額。

繰入金３７，９７４千円（同△２７．２％ 、療養給付費交付金９，２８７千円（同△）

２５．９％ 、国庫支出金７１，２７４千円（同△１５．９％）等の減額となっている。）

全体では１１，４３３千円（同０．７％）の増額である。

（イ）歳 出

歳出総額は１ ５３５ １７６千円で その主な内訳は 保険給付費８３７ ８８３千円， ， 、 、 ，

（構成比５４．６％ 、共同事業拠出金３６６，３１３千円（同２３．９％ 、後期高齢者） ）

支援金等１４８，３５２千円（同９．６％）等となっている。

主な増減をみると、基金積立金３１，８９２千円（増減率１９９．５％ 、諸支出金）

１１，９９１千円（同１２６．７％）が増額。

， （ ． ）、 ， （ ． ）、共同事業拠出金２１ ６５７千円 同△５ ６％ 総務費２ １１６千円 同△９ ０％

等が減額となっている。

国保会計の歳入歳出状況にも変化が見られるが、医療費の動向については、被保険者の

高齢化の進行と疾病構造の変化、あるいは医療技術の高度化により、今後ますます増加す

ると思われる。

単年度収支は５，６０７千円の赤字となっているが、基金積立金４７，８７６千円を加

えた実質単年度収支は４２，２６９千円の黒字である。

国保財政の歳入歳出の決算状況、実質収支表、被保険者一世帯当たり及び１人当たり保

険税負担額、療養給付費等の推移については、第９表から第１３表のとおりである。



第９表　国民健康保険事業勘定特別会計歳入決算の状況

（単位：千円，％）

決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率

1 国 民 健 康 保 険 税 281,748 18.2 265,327 17.3 16,421 6.2

2 使 用 料 及 び 手 数 料 194 0.0 202 0.0 △ 8 △ 4.0

3 国 庫 支 出 金 376,599 24.4 447,873 29.2 △ 71,274 △ 15.9

4 療 養 給 付 費 交 付 金 26,529 1.7 35,816 2.3 △ 9,287 △ 25.9

5 共 同 事 業 交 付 金 385,504 24.9 408,948 26.6 △ 23,444 △ 5.7

6 前 期 高 齢 者 交 付 金 261,844 16.9 129,155 8.4 132,689 102.7

7 財 産 収 入 1 0.0 1 0.0 0 0.0

8 繰 入 金 101,558 6.5 139,532 9.1 △ 37,974 △ 27.2

9 繰 越 金 18,398 1.2 15,983 1.0 2,415 15.1

10 諸 収 入 5,539 0.4 3,039 0.2 2,500 82.3

11 県 支 出 金 90,054 5.8 90,659 5.9 △ 605 △ 0.7

1,547,968 100.0 1,536,535 100.0 11,433 0.7

第１０表　国民健康保険事業勘定特別会計歳出決算の状況

決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率

1 総 務 費 21,342 1.4 23,458 1.5 △ 2,116 △ 9.0

2 保 険 給 付 費 837,883 54.6 839,978 55.3 △ 2,095 △ 0.2

3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 148,352 9.6 147,923 9.7 429 0.3

4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 542 0.0 105 0.0 437 416.2

5 老 人 保 健 拠 出 金 4 0.0 5 0.0 △ 1 △ 20.0

6 介 護 納 付 金 71,541 4.7 73,948 4.9 △ 2,407 △ 3.3

7 共 同 事 業 拠 出 金 366,313 23.9 387,970 25.6 △ 21,657 △ 5.6

8 保 健 事 業 費 19,870 1.3 19,303 1.3 567 2.9

9 基 金 積 立 金 47,876 3.1 15,984 1.1 31,892 199.5

10 公 債 費 0 0.0 0 0.0 0 0.0

11 諸 支 出 金 21,453 1.4 9,462 0.6 11,991 126.7

1,535,176 100.0 1,518,136 100.0 17,040 1.1

（単位：千円，％）

合　　　　　計

比　　　較

区　　　　　分
平成２９年度 平成２８年度 比　　　較

合　　　　　計

区　　　　　分
平成２９年度 平成２８年度

－12－



第１１表    国民健康保険事業勘定特別会計実質収支表
   　　　               　　　                                        （単位：千円）

歳 入 決 算 額 (A)

歳 出 決 算 額 (B)

形 式 収 支 (C)

繰 越 す べ き 財 源 (D)

実 質 収 支 (E)

前 年 度 実 質 収 支 (F)

繰 入 金 (G)

単年度収支（Ｅ－Ｆ） (H)

基 金 積 立 金 (I)

基 金 取 り 崩 し 額 (J)

実 質 単 年 度 収 支
（ Ｈ ＋ Ｉ － Ｊ ）

(K)

第１２表　被保険者一世帯当たり及び１人当たり保険税負担額
 （単位：円，％，世帯，人）

金額 伸び率 金額 伸び率 金額 伸び率

277,255,300 4.2 266,160,400 △ 2.7 273,674,700 △ 8.8

97,078 △ 1.4 98,469 1.1 97,428 △ 3.6

174,155 7.9 161,407 △ 0.1 161,555 △ 6.1

1,592 △ 3.5 1,649 △ 2.7 1,694 △ 2.9

2,856 5.7 2,703 △ 3.8 2,809 △ 5.4

　（世帯・人数は各年度末現在）

（単位：千円）

区　　　　　分

保 険 税

１ 人 当 た り 保 険 税

平成２８年度

0 0

18,399 15,983

金　　　　額

平成２９年度 平成２８年度 平成２７年度

1,547,968 1,536,535 1,517,518

1,501,5351,535,176 1,518,136

47,876

△ 5,607

20,929

15,983

0

12,792 15,983

12,792 18,399

42,269 2,400

18,399

101,558

被 保 険 者 数

世 帯 数

一 世 帯 当 た り 保 険 税

0

区　　　　　分
平成２９年度 平成２７年度

2,416

△ 37,538

20,921

139,532 177,003

△ 4,938

16,000 53,529

15,984

－13－



第１３表　療養給付費等の推移

（単位：千円，％）

金 額 増 減 率 金 額 増 減 率 金 額 増 減 率

療 養 給 付 費 （一般） 684,388 2.3 668,905 4.3 641,169 4.0

〃 （退職） 13,274 △ 58.5 31,966 △ 36.8 50,553 △ 4.0

療 養 費 （一般） 6,388 3.7 6,161 5.1 5,861 17.7

〃 （退職） 296 △ 12.9 340 △ 39.1 558 20.3

高 額 療 養 費 （一般） 123,370 3.8 118,894 17.9 100,845 14.2

〃 （退職） 3,725 △ 23.5 4,871 △ 64.0 13,518 46.8

148,352 0.3 147,923 △ 0.5 148,661 △ 5.1後 期 高 齢 者 支 援 金

平成２８年度 平成２７年度
区　　　　　分

平成２９年度

－14－
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（２）簡易水道事業特別会計

簡易水道事業は、牧川・浜津脇・北部地区を一体とした中種子町簡易水道、向井町簡易水

道、長谷簡易水道及び大塩屋飲料水供給施設の４ヶ所で給水事業を行っている。

平成２９年度は、１年を通じて降雨量が安定しており、渇水対策の必要もなく安定した水

道水の供給ができている。

平成２９年度の給水人口は９１３人、給水件数６２７件。総配水量１２４，６５９ 、総

給水量１０１，９１５ で、有収率は８１．８％（前年度８１．６％）となっており、前年

度に比べ０．２ポイント上回っている。

簡易水道事業は、平成３０年度からの上水道事業との統合に向けた簡易水道事業再編推進

。 、事業及び給配水管修繕業務により有収率向上を図っている 引き続き漏水調査と修繕を行い

有収率向上に努められたい。

歳入歳出決算状況並びに実質収支の推移は，第１４表から第１６表のとおりである。

（ア）歳 入

歳入総額は１７７，０９１千円で、その主なものは、町債８５，９００千円（構成比

４８．５％ 、繰入金４８，６６４千円（同２７．５％ 、使用料及び手数料２０，３５８） ）

千円（同１１．５％）となっている。

全体では、上水道事業との統合に向けた簡易水道再編推進整備事業の事業量減による国

， （ ． ） 。庫補助金等の減少により１２４ ４９８千円 増減率△４１ ３％ の減額となっている

（イ）歳 出

歳出総額は２０８ ３９２千円で その内訳は 簡易水道費１６２ ００８千円 構成比， 、 、 ， （

７７．８％ 、公債費４６，３８４千円（同２２．２％）である。）

前年度に比べ全体では９１，４４４千円（増減率３０．５％）と減少しており、歳入同

様、簡易水道再編推進整備事業によるものが主となっている。



第１４表　簡易水道事業特別会計歳入決算の状況

（単位：千円，％）

決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率

1 使 用 料 及 び 手 数 料 20,358 11.5 20,417 6.8 △59 △ 0.3

2 分 担 金 及 び 負 担 金 81 0.0 259 0.1 △178 △ 68.7

3 諸 収 入 8,145 4.6 3,525 1.1 4,620 131.1

4 繰 入 金 48,664 27.5 68,070 22.6 △19,406 △ 28.5

5 繰 越 金 1,753 1.0 38,657 12.8 △36,904 △ 95.5

6 国 庫 支 出 金 12,190 6.9 75,861 25.2 △63,671 △ 83.9

7 町 債 85,900 48.5 94,800 31.4 △8,900 △ 9.4

177,091 100.0 301,589 100.0 △124,498 △ 41.3

第１５表　簡易水道事業特別会計歳出決算の状況

（単位：千円，％）

決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率

1 簡 易 水 道 費 162,008 77.8 251,138 83.8 △89,130 △ 35.5

2 公 債 費 46,384 22.2 48,698 16.2 △2,314 △ 4.8

208,392 100.0 299,836 100.0 △91,444 △ 30.5

第１６表  簡易水道事業特別会計実質収支表
   　　　               　　　                                     （単位：千円）

実質単年度収支
（Ｈ＋Ｉ－Ｊ） 　 （Ｋ）

△ 33,054 △ 36,904

歳 出 決 算 額　　（Ｂ）

形  式  収  支　　（Ｃ）

繰越すべき財源　　（Ｄ）

実  質  収  支　　（Ｅ）

前年度実質収支　　（Ｆ）

単年度収支（Ｅ-Ｆ）（Ｈ）

繰    入    金　　（Ｇ）

0基 金 積 立 金　　（Ｉ） 0

0 0

△ 33,054 △ 36,904

1,753 38,657

基金取り崩し額　　（Ｊ）

平成２９年度 平成２８年度

歳 入 決 算 額　　（Ａ） 301,589

区　　　　　分
金　　　　額

平成２７年度

48,664 68,070

184,370

38,657

0

△ 31,301 1,753

208,392 299,836

△ 31,301 1,753

0 0

223,027177,091

合　　　　　計

比　　　較

区　　　　　分
平成２９年度 平成２８年度 比　　　較

合　　　　　計

区　　　　　分
平成２９年度 平成２８年度

36,685

38,657

1,972

35,694

36,685

0

0

－16－
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（３）と畜場特別会計

歳入歳出決算状況並びに実質収支の推移は、第１７表から第１９表のとおりである。

（ア）歳 入

歳入総額は３，８６１千円で、その主なものは、分担金及び負担金１，６８８千円（構

成比４３．７％ 、繰入金１，５５６千円（同４０．３％）となっている。）

前年度と比較して３６６千円（増減率△８．７％）の減額となっている。

（イ）歳 出

歳出総額は３，３４２千円で、全額がと畜場費である。

前年度と比較して３９１千円（増減率△１０．５％）の減額となっている。

、 、 （ ） 。平成２９年度のと殺頭数は 豚４７頭で 前年度 ８２頭 に比べ３５頭減少している

と畜場会計においては、今後も大幅なと殺頭数の増加は見込めず、各市町からの負担金

及び一般会計からの繰入金による運営が続くものと予想される。



第１７表　と畜場特別会計歳入決算の状況

決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率

1 分 担 金 及 び 負 担 金 1,688 43.7 1,608 38.0 80 5.0

2 使 用 料 及 び 手 数 料 101 2.6 177 4.2 △ 76 △ 42.9

3 繰 入 金 1,556 40.3 1,741 41.3 △ 185 △ 10.6

4 繰 越 金 494 12.8 661 15.6 △ 167 △ 25.3

5 諸 収 入 22 0.6 40 0.9 △ 18 △ 45.0

6 財 産 収 入 0 0.0 0 0.0 0 0.0

3,861 100.0 4,227 100.0 △ 366 △ 8.7

第１８表　と畜場特別会計歳出決算の状況

決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率

1 と 畜 場 費 3,342 100.0 3,733 100.0 △ 391 △ 10.5

3,342 100.0 3,733 100.0 △ 391 △ 10.5

第１９表  と畜場特別会計実質収支表

合　　　　　計

比　　　較

区　　　　　分
平成２９年度 平成２８年度 比　　　較

合　　　　　計

区　　　　　分
平成２９年度 平成２８年度

4,204

3,543

（単位：千円，％）

（単位：千円，％）

（単位：千円）

区　　　　　分
金　　　　額

平成２９年度 平成２８年度 平成２７年度

3,861 4,227歳 入 決 算 額　　（Ａ）

3,342 3,733

661

0

494

661

1,556 1,741

661

588

494

0 0

繰    入    金　　（Ｇ）

単年度収支（Ｅ-Ｆ）（Ｈ） 25

歳 出 決 算 額　　（Ｂ）

形  式  収  支　　（Ｃ）

繰越すべき財源　　（Ｄ）

実  質  収  支　　（Ｅ）

前年度実質収支　　（Ｆ）

519

519

494

基金取り崩し額　　（Ｊ）

実質単年度収支
（Ｈ＋Ｉ－Ｊ） 　 （Ｋ）

74

△ 167

△ 101

66

0 0

49基 金 積 立 金　　（Ｉ）

132

1,648

73

59

0

－18－
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（４）介護保険事業勘定特別会計

被保険者の内訳は、第１号被保険者数は、６５歳以上７５歳未満が１，１８３人、７５歳

以上が１ ８６２人 うち住所地特例被保険者 町外施設に入所している者 ２７人で 合計， 、 （ ） 、

３，０４５人である。

要介護認定者数は、平成３０年３月末現在で５６７人おり、内訳として要支援９５人、要

介護１～５の者が４７２人である。

歳入歳出決算状況並びに実質収支の推移は、第２０表から第２２表のとおりである。

（ア）歳 入

歳入総額は１，０８５，８７８千円で、その主なものは国庫支出金３０６，１４８千円

（構成比２８．２％ 、支払基金交付金２７８，８７０千円（同２５．８％ 、繰入金） ）

１８６，１０８千円（同１７．１％ 、保険料１５８，３７２千円（同１４．６％）等と）

なっている。

主な増減は、県支出金１３，９７４千円（増減率１０．１％ 、国庫支出金２４，３７７）

千円（同８．７％ 、支払基金交付金２１，５２３千円（同８．４％）等が増額し、繰入）

金５，１３４千円（同△２．７％）等は減額となっている。

全体として、５９，７９６千円（同５．８％）の増額となっている。

（イ）歳 出

歳出総額は１，０８０，８８４千円で、主なものは保険給付費が９５３，４８９千円で

全体の約９割を占めており、次いで総務費の４８，１４７千円（構成比４．５％）となっ

ている。

主な増減は、地域支援事業費１７，６９１千円（増減率１６４．３％ 、基金積立金）

１６，８６４千円（同７６．２％ 、保険給付費３０，５１４千円（同３．３％）の増額）

となっている。



第２０表　介護保険事業勘定特別会計歳入決算の状況

（単位：千円，％）

決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率

1 保 険 料 158,372 14.6 153,016 14.9 5,356 3.5

2 使 用 料 及 び 手 数 料 36 0.0 44 0.0 △ 8 △ 18.2

3 国 庫 支 出 金 306,148 28.2 281,771 27.5 24,377 8.7

4 支 払 基 金 交 付 金 278,870 25.8 257,347 25.1 21,523 8.4

5 県 支 出 金 152,462 14.0 138,488 13.5 13,974 10.1

6 財 産 収 入 30 0.0 31 0.0 △ 1 △ 3.2

7 繰 入 金 186,108 17.1 191,242 18.6 △ 5,134 △ 2.7

8 繰 越 金 2,645 0.2 2,785 0.3 △ 140 △ 5.0

9 諸 収 入 1,207 0.1 1,358 0.1 △ 151 △ 11.1

1,085,878 100.0 1,026,082 100.0 59,796 5.8

第２１表　介護保険事業勘定特別会計歳出決算の状況

（単位：千円，％）

決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率

1 総 務 費 48,147 4.5 48,698 4.8 △ 551 △ 1.1

2 保 険 給 付 費 953,489 88.2 922,975 90.2 30,514 3.3

3 地 域 支 援 事 業 費 28,460 2.6 10,769 1.1 17,691 164.3

4 基 金 積 立 金 38,982 3.6 22,118 2.2 16,864 76.2

5 諸 支 出 金 11,806 1.1 18,876 1.8 △ 7,070 △ 37.5

1,080,884 100.0 1,023,436 100.1 57,448 5.6

第２２表  介護保険事業勘定特別会計実質収支表

   　　　               　　　                                     （単位：千円）

19,484

3,024

16,958

168,400

1,005,771

1,002,986

0

2,785

2,287

498

2,785

0

1,080,884

1,026,082

比　　　較

区　　　　　分
平成２９年度 平成２８年度 比　　　較

区　　　　　分
平成２９年度

金　　　　額

平成２９年度 平成２８年度 平成２７年度

合　　　　　計

平成２８年度

合　　　　　計

区　　　　　分

1,085,878

22,118

1,023,436

4,994 2,646

0

191,242

2,348 △ 139

4,994 2,646

2,646 2,785

基 金 積 立 金　　（Ｉ）

△ 251

11,325 22,230

歳 入 決 算 額　　（Ａ）

前年度実質収支　　（Ｆ）

繰    入    金　　（Ｇ）

歳 出 決 算 額　　（Ｂ）

形  式  収  支　　（Ｃ）

繰越すべき財源　　（Ｄ）

実  質  収  支　　（Ｅ）

実質単年度収支
（Ｈ＋Ｉ－Ｊ） 　 （Ｋ）

30,005

38,982

186,108

基金取り崩し額　　（Ｊ）

単年度収支（Ｅ-Ｆ）(Ｈ)

－20－
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（５）後期高齢者医療特別会計

、７５歳以上の者及び６５歳以上の障害者を被保険者とした後期高齢者医療制度については

全体の被保険者数は１，８６６人となっている。

歳入歳出決算状況並びに実質収支の推移は、第２３表から第２５表のとおりである。

（ア）歳 入

歳入総額は１５２ １４３千円で その主なものは 後期高齢者医療保険料７４ ６０７， 、 、 ，

千円（同４９．０％ 、繰入金７１，８５２千円（構成比４７．２％ 、等となっており，） ）

前年度と比較して９，３５３千円（増減率６．６％）の増額となっている。

（イ）歳 出

歳出総額は１５０，６０４千円で、その主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金が

１２５，２６１千円で全体の８割を占め、次に、総務費の１８，８７５千円（構成比

１２．５％）となっており、前年度と比較して９，２６６千円（増減率６．６％）の増額

となっている。



第２３表　後期高齢者医療特別会計歳入決算の状況

（単位：千円，％）

決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率

1 後期高齢者医療保険料 74,607 49.0 65,545 45.9 9,062 13.8

2 使 用 料 及 び 手 数 料 10 0.0 13 0.0 △ 3 △ 23.1

3 繰 入 金 71,852 47.2 71,022 49.7 830 1.2

4 繰 越 金 1,452 1.0 1,965 1.4 △ 513 △ 26.1

5 諸 収 入 4,222 2.8 4,245 3.0 △ 23 △ 0.5

152,143 100.0 142,790 100.0 9,353 6.6

第２４表　後期高齢者医療特別会計歳出決算の状況

（単位：千円，％）

決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率

1 総 務 費 18,875 12.5 18,200 12.9 675 3.7

2
後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金

125,261 83.2 116,129 82.2 9,132 7.9

3 保 健 事 業 費 4,925 3.3 5,043 3.6 △ 118 △ 2.3

4 諸 支 出 金 1,543 1.0 1,966 1.4 △ 423 △ 21.5

150,604 100.0 141,338 100.1 9,266 6.6

第２５表  後期高齢者医療特別会計実質収支表

   　　　               　　　                                     （単位：千円）

繰    入    金　　（Ｇ） 71,852 71,022

単年度収支（Ｅ-Ｆ）(Ｈ) 87 △ 513

実質単年度収支
（Ｈ＋Ｉ－Ｊ） 　 （Ｋ）

87 △ 513

基 金 積 立 金　　（Ｉ） 0 0

基金取り崩し額　　（Ｊ） 0 0

実  質  収  支　　（Ｅ） 1,539 1,452

前年度実質収支　　（Ｆ） 1,452 1,965

形  式  収  支　　（Ｃ） 1,539 1,452

繰越すべき財源　　（Ｄ） 0 0

歳 入 決 算 額　　（Ａ） 152,143 142,790

歳 出 決 算 額　　（Ｂ） 150,604 141,338

合　　　　　計

区　　　　　分
金　　　　額

平成２９年度 平成２８年度 平成２７年度

区　　　　　分
平成２９年度 平成２８年度 比　　　較

比　　　較

合　　　　　計

区　　　　　分
平成２９年度 平成２８年度

333

0

0

333

140,832

138,867

1,965

0

1,965

1,632

71,047

－22－
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４．審 査 意 見

， ， ，審査の結果 予算執行並びに各般の事務事業の遂行については 前年度の審査意見が尊重され

改善のあとが見受けられる。

厳しい社会情勢の中，財政運営が積極的に行われるとともに，予算執行の面でも効率的執行に

努められたことは，評価するところである。

しかし，本町は依然として財政構造の硬直化及び自主財源確保の低迷が続いている。財源の安

定確保に努めるとともに，行政改革を積極的に進め，町民ニーズに即した，より一層の効率的な

行政運営に努められたい。

また，財務に関する事務の執行についても，おおむね適正に処理されていると認めるが，なお

検討し改善すべき事項も見受けられたので，以下述べる事項について十分配慮し適正な事務処理

を図るよう望むものである。

１．財政運営について

財政運営の目標は，限られた財源を最も効率的に活用して，住民福祉向上に最大限の努力を

図ることにある。

この財政運営の分析をするに当たっての基本原則は，

（１) 収支の均衡がとれた堅実にして計画的な財政運営がなされているか （計画性）。

（２） 経済の変動に応えうる財政構造の弾力性の保持が図られているか （弾力性）。

(３) 住民の要望に応えうる行政水準の確保と質の向上をめざした財政運営がなされているか。

（積極性）

以下これら３つの観点から一般会計にかかる財政運営について総合的な検討をしてみた。

なお，本町の財政の主な指数は第２６表のとおりである。
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第２６表 年度別財政諸指数の推移

実質公債費比率年 度 実質収支比率 経常収支比率 財政力指数

２９年度 １．４％ ９４．５％ ０．２３ ９．１％

２８年度 １．４％ ９０．７％ ０．２３ ７．９％

２７年度 １．４％ ９０．１％ ０．２２ ８．１％

２６年度 １．８％ ９２．５％ ０．２１ ９．２％

２５年度 １．８％ ８９．６％ ０．２１ ９．４％

３％～５％程 概ね70～80％ 15％以上注意
標 準 値

１に近いほど

良好度が望ましい が望ましい

（１）収支均等の原則（計画性）

、 。財政の健全性確保の点からは まず実質収支額が黒字であるということが必須条件となる

本町の状況は、第２７表・２８表のとおりである。

）第２７表 標準財政規模並びに実質収支比率の状況 （単位：千円：％

年 度 標準財政規模 実 質 収 支 額 実質収支比率

２９年度 ３，７８０，９３２ ５４，５７３ １．４

２８年度 ３，８９２，９２４ ５２，８０４ １．４

２７年度 ３，８４１，５８３ ５５，５５９ １．４

２６年度 ３，７５０，０４８ ６６，００５ １．８

２５年度 ３，８１４，９２０ ６７，７５８ １．８

実質収支の標準財政規模に対する割合は３％～５％が望ましいとされているが、本町の本年度

実質収支比率は、前年度と同比率の１．４％となっている。

予算執行率は，歳入においては９７．７％，歳出においては９５．７％となっている。繰越事

業はあるが、諸事業については概ね計画どおり執行されている。

不用額は４１，５３３千円で、前年度５６，９８０千円に対し、１５，４４７千円（増減率△

２７．１％）減少している。
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（２）財政構造の弾力性確保の原則（弾力性）

財政構造の弾力性については、経常収支比率が目安とされる。経常収支比率は第２８表の

とおりである。

経常収支比率は、財政構造の良否を判断する指標として用いられるもので、この比率が

８０％を超える場合には、財政構造は弾力性を失いつつあるとされている。

本年度の経常収支比率は９４．５％で、前年度に比べ３．８ポイント増加している。

（３）行政水準の確保向上の原則（積極性）

住民の要望に応えて積極的な行政水準の向上を目指したかである。その目安として普通建

設事業の伸びや、人口１人当たりの決算規模などにより推測することができる。

第２９表によると 人口１人当たりの決算規模は 平成２８年度に対し３７ １４８円 増、 、 ， （

減率△４．３％）減少し、普通建設事業においては７，４２３円（同４．６％）と高くなっ

。 、 。ている 今後も真に必要な事業の選択を行い 水準向上になお一層の努力を望むものである

第２８表    経常収支比率の状況

（単位：％）

年　度

区　分

人 件 費 27.7 28.2 28.4 29.4 28.2

扶 助 費 6.5 5.4 5.9 5.2 5.2

公 債 費 19.5 18.7 17.9 21.4 21.4

小　計（義務的経費） 53.7 52.3 52.2 56.0 54.8

物 件 費 13.2 11.7 10.5 10.1 10.4

維 持 補 修 費 0.7 0.8 0.6 0.6 0.8

補 助 費 等 17.0 16.2 16.3 15.3 13.5

繰 出 金 9.9 9.7 10.0 10.5 10.1

投資及び出資金・貸付金 0.5

合　　　計 94.5 90.7 90.1 92.5 89.6

平成２５年度平成２９年度 平成２８年度 平成２７年度 平成２６年度
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第２６表の財政力指数は、財政力の強弱を示す指標として用いられ、財政需要に対する自

主的な適応力を図るもので、この指数が１未満の場合は１に近いほど財政力が強いとみるこ

とができ、１以上の場合は１を超える分だけ余裕財源を保有しているとされている。本年度

の財政力指数は０．２３で、前年度と同様の数値となっている。今後も、財政力の充実を図

るよう強く望むものである。

実質公債費比率は、地方債の元利償還金が財政運営に及ぼす影響を判断する指標として用

いられるもので、この比率は低い方が望ましいとされている。本年度の実質公債費比率は、

９．１％で、早期健全化基準２５．０％、財政再生基準３５．０％をそれぞれ下回り、良好

な状態と言える。前年度に比べ１．２ポイント増加している。

今後も財政的に有利な借入方法の探求に努力され、公債費の推移を踏まえ、減債基金積立

や繰上償還の措置をとり、健全財政の保持に努力されたい。

（単位：千円，％ １人当たり決算額：円）第２９表 人口１人当たり決算

一 般 会 計
年

投 資 的 経 費

対前年度比 普通建設事業費 対前年度比度 歳出決算額 １人当たり決算額 １人当たり決算額

２９ 6,643,612 831,387 △4.3 1,360,285 170,227 4.6

２８ 7,024,715 868,535 10.6 1,316,758 162,804 15.2

２７ 6,463,831 785,208 1.8 1,163,698 141,363 3.9

２６ 6,454,762 770,994 9.2 1,230,224 146,945 13.0

２５ 5,953,324 705,872 6.3 1,096,314 129,987 11.0

※住民基本台帳人口：平成３０年４月１日現在 ７，９９１人

以上のとおり計画性、弾力性、積極性の３つの観点から検討したが、本町の財政運営は厳し

いものである。財政力指数は近年横ばいであり、産業振興による財政力の充実を図るよう強く

望むものである。

今後、このような厳しい財政状況を克服し、町民からの新たな諸課題に応えていくために

は、事務事業の抜本的見直しを継続して進め、限られた財源を有効に活用するための施策の

選択等を行うことなどにより、中長期的視点に立った財政構造の転換を図りながら、将来に

わたり、より健全で強固な財政基盤を確立するよう、なお一層の努力が必要である。
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２．予算の執行について

（１）一般会計歳入

歳入においては、翌年度繰越事業にかかる国庫支出金８５，７５１千円及び、町債８７，

１００千円を除く収入未済額が、一般会計で７３，２１４千円（前年度７６，８２８千円）

である。

内訳としては、町税４６，１９２千円（同５２，８８６千円 、使用料及び手数料２２，）

８４０千円（同２０，３３９千円 、財産収入１，４５８千円（同１，１０６千円 、諸収入） ）

２，７２４千円（同２，４９７千円）となっている。善良なる納税者との関係を考慮し、時

効にならないよう最善の努力を払われるよう望むものである。

本年度の不納欠損額は、町民税が７７件８６６千円（前年度７８件８９７千円 、固定資）

産税３５０件４，５９８千円（同４４０件５，７０２千円 、軽自動車税４３件１９１千円）

（同５１件２２２千円）である。

時効の成立による債権の消滅には十分注意されたい。

（２）一般会計歳出

歳出については、不用額が４１，５３３千円（前年度５６，９８０千円）となっている。

予算に対する執行率は、９５．７％（前年度９５．３％）で、前年度より０．４ポイント

増加している。その要因として、国の補正予算に伴う繰越明許費２５７，７９２千円（前年

度２８６，５２５千円）の影響によるものと思われる。

（３）予算流用

平成２９年度予算の流用は、項内１件、目内４９件、充用８件で計５８件となっており、

（ ） 。 、前年度 ４５件 に比べ増加している 目・節は予算執行科目であるので流用が許されるが

歳出予算は見積もりであると同時に、支出の額及び内容を制限する拘束力を有しているもの

で、今後安易に予算を流用することがないよう十分留意されたい。なお、予算の計上にあた

っては、事業の内容、人事の推移等勘案して正確な計数を計上されたい。

（４）預金利子

歳計現金の保管管理については、地方自治法第２３５条の４及び同法施行令第１６８条の

６の主旨を遵守し、最も確実有利な金融機関への預け入れを行っているものと思われる。預

金利子の合計は、６千円（前年度１９千円）となっている。今後も一層安全・確実・有利な

運用に努められたい。
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○ 預金利子の状況 （単位；円）

金 融 機 関 名 預 金 利 子 金 融 機 関 名 預 金 利 子

種 子 屋 久 農 協 ６，１６２ 種 子 島 漁 協 ２

鹿 児 島 銀 行 ３６ み ず ほ 銀 行 ４

ゆ う ち ょ 銀 行 ０ 労 働 金 庫 ０

鹿児島相互信用金庫 ５８ 計 ６，２６２

（５）一時借入金（基金等繰替運用）

借入金の経過と利息の状況は次表のとおりとなっているが、起債償還、工事費等の支払の

ため基金から９回の借り入れを行ったものである。また、繰替運用については、年度内精算

が原則であるとの国・県からの指導により、ＪＡからの特別当座貸越融資を実施し基金への

繰戻を行っている。

今後についても、借入利率を事前に提示させるなど、資金の効率的運用に、なお一層努力

されるとともに、その額については最小限度に抑える努力をされたい。

○ 基金繰替運用 （単位：円，％）

借 入 先 借 入 額 期 間 日 利率 利 息 備 考

基 金 300,000千円 29. 4. 4～29. 5.29 56 0.04 18,410

基 金 551,000 〃 29. 4. 4～29. 5.29 56 0.04 33,814

基 金 150,000 〃 29. 8.21～29. 9. 5 16 0.04 2,630

基 金 250,000 〃 29. 9.29～29.11. 6 39 0.04 10,684

基 金 76,000 〃 29.10.23～29.11. 6 15 0.04 1,249

基 金 326,000 〃 29.12. 8～30. 3.29 112 0.04 40,013

基 金 400,000 〃 30. 2. 9～30. 3.29 49 0.04 21,479

基 金 300,000 〃 30. 3.16～30. 3.29 14 0.04 4,602

1,026,000 〃 30. 3.29～30. 4. 5 8 0.15 33,731ＪＡ種子屋久

累計 3,379,000千円 166,612

（６）公有財産管理について

備品台帳は、電算システムにより概ね適正に管理されている。

今後も、その着実な運用による備品管理を図り、また、その他の公有財産についても、適

正な管理に努められたい。
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特 別 会 計

（１）国民健康保険事業勘定特別会計

国民健康保険事業の歳入決算額は１ ５４７ ９６８千円 歳出決算額は１ ５３５ １７６， ， 、 ， ，

千円、差引１２，７９２千円の黒字決算となっている。

国民健康保険税（医療分・介護分・後期高齢者支援分）の収入未済額については、収納率

向上に向け、従来にも増して納税相談、口座振替に努められたい。また滞納者については、

善良なる納税者との差別化を図りながら十分精査し、悪質滞納者については、厳正な態度で

臨み、公平で健全な国保運営に努められたい。

本年度の不納欠損処分額は、２４６件５，１２７千円となっており、時効の成立による債

権の消滅には十分注意されたい。

保健事業の実施については、健康の保持増進と疾病の早期発見による医療費の適正化を図

るため、今後最も重要視する施策と考えるので、保健予防部門との連携により、本町に適し

た健康づくり対策事業を積極的に実施するよう強く要望する。

○国民健康保険税滞納額の推移 （単位：千円）

年 度 23 24 25 26 27 28 29

滞 納 額 92,151 87,699 83,671 80,153 75,222 66,469 56,584

（２）簡易水道事業特別会計

未収額の改善については、 停水措置等を実施し、関係職員が全力をあげて回収に努力して

いることがうかがえるが、未収額が増加している現状では、未収額を解消するための徴収努

力が十分であるとは言えない。今後、納入・分納約束等を取り付け、これに係る不履行等が

あった場合は滞納処分を実施するなど、毅然とした態度で徴収に臨まれたい。今後も滞納者

の状況を正確に把握・分析のうえ、より一層努力して積極的な延滞整理に努められたい。

本年度の有収率は８１．８％となっており、前年度（８１．６％）に比べ０．２ポイント

上回っているが、有収率の向上は財政の健全化を図る上で重要な課題であることから、老朽

管更新等の対策を図り、更なる有収率の向上対策を積極的に進められたい。

水道水は、様々な社会経済活動を支える生活基盤施設として欠くことのできないものであ

り、安心・安全な水の安定供給に努め、水質保全、施設等の徹底した維持管理を望む。

また、平成３０年度からは水道事業と統合されることから、住民からの理解が得られるよ

うな、混乱を招くことのないような事業体制の構築を図られたい。
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（３）と畜場特別会計

収入の約８割が３市町の負担金と繰入金であり、使用料は２．６％の１０２千円（前年度

４．６％の１７７千円）と年々減少している。本町においても、事業者の廃業による、と殺

頭数の減、また島内全体でも、と殺頭数の増は見込めず、今後とも各市町からの負担金と繰

入金で運営されることになる。と畜場運営基金の基金残高も充分とはいえないので、施設の

運営・維持管理等については、今後の動向を注視し継続的に検討配慮をお願いしたい。

（４）介護保険事業勘定特別会計

、 、 、本町は超高齢化状態にあり 保険給付費も近年急速な伸びを示している中 収入未済額は

依然多額のまま推移している。このことは、将来，サービスを制限される被保険者が増加し

ていくことにつながると考えられる。国民の共同連帯の理念に基づいて設けられた制度であ

るので、住民へ十分理解を深めさせ、収入未済額の解消に最大限の努力をされたい。

（５）後期高齢者医療特別会計

鹿児島県後期高齢者医療広域連合を保険者とし、７５歳以上の者及び６５歳以上の障害者

を被保険者として本会計が設置されている。

、 。主な業務は保険料の賦課・徴収及び給付業務であるが 収入未済額が年々増加傾向にある

高齢化社会が今後も進む見通しであり、安定的で持続可能な医療保険制度の運営を図るため

にも、収入未済額の解消に努力をされたい。

以上、各会計別について大まかに意見を述べてきたが、以下個別的意見として指摘事項は次の

とおりであるので、十分配慮し適正な事務処理の確保と効率的な財政運営を望むものである。
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５．個 別 意 見

１ 収入未済について

繰越事業に係る国庫支出金８５，７５１千円及び町債８７，１００千円を除いた一般会計の

収入未済額は７３，２１４千円で、前年度に比べ３，６１４千円（増減率△４．７％）減少し

ている （内訳については、別表のとおり）。

特別会計では、国保特別会計の保険税５６，５８４千円（前年度６６，４６９千円 、簡易）

水道会計の水道料１，０１８千円（同６９４千円 、介護保険会計の保険料５，８４９千円（同）

８，１５７千円 、後期高齢者医療会計の保険料４３９千円（同３７９千円）となっている。）

なお、住民税（町民税＋県民税 、固定資産税、軽自動車税、国保税併せて滞納額１００万）

円以上の高額滞納者は１７人、総額３０，３２０千円（前年度３６，９３０千円）となってい

る。

（町税滞納額の推移） （単位：千円）

年 度 23 24 25 26 27 28 29

町 税 64,101 61,216 61,239 63,239 57,606 52,886 46,192

収入未済額の改善については、管理職を含め関係職員一体となり夜間徴収、防災無線による

、 、 。 、 、広報活動 口座振替の推進 差し押え等様々な努力がなされている 滞納額については 町税

国民健康保険税、介護保険料では前年度より減少しているものの、住宅使用料、簡易水道使用

料、後期高齢者医療保険料は増加している。

また、一部事業者によるごみ処理手数料の収入未済額については、分納により毎月納入され

てはいるが、未収額解消には相当年数がかかることから、引き続き徹底した回収努力による早

期改善を強く求める。

。 、 、町税等の収入未済額は依然として多額である この様な状態が続くことは 自主財源の減少

依存財源比率の増加につながり、財政運営に大きな影響を及ぼすことになる。

滞納者名簿によると、滞納者は同一人による滞納が多くなっている。また、後述する不納欠

損処分調書の中にも、同一人の税が複数年にわたり時効により徴収権が消滅しているケースが

見られる。このような状態が続くことは、善良なる納税者にとっては由々しき事態であり、不

払いの兆候が蔓延することは、自治体の財務の執行が麻痺することにつながり、住民への福祉

増進に応えられないことになる。

多額の滞納額の整理は、全庁的に取り組むべき緊急の課題である。今後も、各課連携を密に

し全庁統一した考えで対処されたい。これ以上滞納額が増加しないよう未納分の徴収に全力を
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傾注するとともに、滞納者に対しては、給与や財産の差押え等のさらなる厳しい姿勢で対処さ

。 、 、れるよう強く要望するものである まじめに納税している町民や 納税意識の涵養のためにも

徴収対策は厳正に行うべきであり、さらに踏み込んだ対策を望むものである。

２ 補助団体について

元農林水産課職員による農業関係３団体の運営を私的流用していたことについては、公益の

実現をはかるという目的を達成するため、補助金という名目で公金を支出していたものである

が、町民の信頼を大きく損ねる極めて重大な問題であり、誠に遺憾に思うところである。

団体内部の自立権に基づく改善策を図ることはもちろんであるが、町としても、団体の自立

した運営が図られる指導・改善を積極的に行うとともに、関係各課における適切な管理・確認

体制の構築に早急に取り組んでもらいたい。

今回の件によって失った信頼はあまりにも大きいが、町民からの信頼を回復するため、全職

員が襟を正し、公務員としての自覚を再認識して取り組むことを強く期待するものである。



- 33 -

２ 不納欠損処分について

（１）一般会計

本年度の不納欠損処分は、町税では町民税２５人（７７件）８６６千円で、前年度８９７

千円に対し３１千円（増減率△３．５％ 、固定資産税９３人（３５０件）４，５９８千円）

で、前年度５，７０２千円に対し１，１０４千円（増減率△１９．４％ 、軽自動車税３０）

人（４３件）１９１千円で、前年度２２２千円に対し３１千円（同△１４．０％）の減少と

なっている。

別表　収入未済額の内訳
                                                                 （単位：円，％）

平成２９年度 平成２８年度

決算額 決算額 増減額 増減率

46,192,373 52,885,905 △ 6,693,532 △ 12.7

町 民 税 9,070,183 8,909,273 160,910 1.9

固 定 資 産 税 34,707,690 41,659,332 △ 6,951,642 △ 16.7

軽 自 動 車 税 2,414,500 2,317,300 97,200 4.2

21,651,145 18,856,355 2,794,790 14.9

338,150 261,700 76,450 29.3

851,000 1,221,000 △ 370,000 △ 30.4

85,751,000 106,331,000 △ 20,580,000 △ 19.4

0 30,039,000 △ 30,039,000 △ 100.0

1,457,600 1,106,100 351,500 31.8

2,724,000 2,497,000 227,000 9.1

87,100,000 28,500,000 58,600,000 205.7

246,065,268 241,698,060 4,367,208 1.9

56,584,053 66,468,578 △ 9,884,525 △ 14.9

1,017,786 693,620 324,166 46.8

5,849,360 8,157,360 △ 2,308,000 △ 28.3

438,900 379,000 59,900 15.9

区　　　　　分
比　　　較

町 税

後期高齢者医療保 険料

簡 易 水 道 使 用 料

介 護 保 険 料

住 宅 使 用 料

公営住宅駐車場使 用料

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

土 地 建 物 貸 付 収 入

諸 収 入

一 般 会 計 合 計

国 民 健 康 保 険 税

手 数 料

町 債
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（２）特別会計

国民健康保険税の不納欠損処分は６６人 ２４６件 ５ １２７千円で 前年度９ ４４１（ ） ， 、 ，

千円に対し４，３１４千円（増減率△４５．７％）減少している。

介護保険料の不能欠損処分は７８人（５０６件）４，００３千円で、前年度１，５６２千

円に対し２，４４１千円（同１４７．５％）増加している。

上記のとおり不納欠損処分が毎年処理されており、処分額も高額である。処分調書によると

時効が一般・特別会計併せて延べ２９２人、１，２２２件（前年度３０５人、１，１４１件）

に上っている。債務者個々の実態把握に努め、強力に説得すれば改善の余地は無かったか、さ

らに時効による不納欠損処分については、十分に調査・検討及び滞納処分時期等に注意し、時

効中断の措置を行い、時効による不納欠損の防止に最大限の努力を傾注されたい。

また、不納欠損処分を行う場合は、町滞納金徴収対策本部会で情報交換等を行い、十分検討

し、善良な納税者に対する明確な説明ができるよう適切な事務処理をされたい。

３ 契約事務について

契約事務については、以前より大部改善されてきていると思われるが、安易なミスが多いの

で、契約規則等を遵守のうえ適正な事務処理を望むものである。特に随意契約の締結には明確

な根拠が必要であり、十分注意すること。

４ 予算流用・充用について

予算の流用・充用について、歳出予算は見積もりであると同時に、支出の額及び内容を制限

する拘束力を有しているもので、安易に行わないよう留意されたい。また、予算内の検討を十

分に行ない、予備費の充用については、必要性や充用時期等に留意し執行されるよう努められ

たい。

５ 切手等金券の管理について

一部の課等で不適切な箇所が見受けられたが、概ね適正な管理に努めている。
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６．基金運用状況審査意見書

１ 審査について

地方自治法第２４１条第１項により資金を運用するための基金が設定運用されているか、何

れも法令条例に基づいて適正かつ効率的に運用されているか、計数は正確であるかを主眼に、

関係諸帳票及び証拠書類を符合するとともに、関係職員の説明を聴取し審査を行った。

２ 審査の結果及び意見

各基金の運用状況を示す書類は、関係諸帳票及び証拠書類と符合し、計数も正確であった。

また、各基金の運用については、それぞれ設置の目的に添って適正であると認められた｡

３ 各基金の運用状況及び年度末現在高について

（１）土地開発基金

この基金の設置目的は、公用もしくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得す

る必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図ることを目的と

しているが、適正な運用がなされていることを認めた。

年度末現在高は、土地２１５，３６５㎡、１２５，２３６千円となっている。

（２）国民健康保険高額療養資金貸付基金

この基金は、被保険者で高額な医療費を支払うことが困難と認める者の属する世帯主に対

して貸し付けるものである。３，０００千円の基金が設定され、適正な運用がなされている

ことを認めた。

なお、本年度の基金の貸付運用は０件である。



- 36 -

（３）奨学資金貸付基金

この基金は、有用な人材の育成に資するため、能力があるにもかかわらず経済的理由によ

って修学を困難とする者に対し、学資を貸し付けるものである。運用は適正になされている

と認めた。

本年度の貸付額は２，８４０千円（７人 、返還額１，８０５千円（１４人）となってい）

る。本年度末の基金現在額は４５，５６８千円（前年度４５，５４２千円 、貸付現在高）

１１，０４４千円（前年度１０，００９千円）である。

返済期限の到来している者に対しては、保護者及び保証人へ請求し、返済期間内での返還

を促し、基金原資の確保を図りながら、今後とも人材育成のためこの基金の活用を望むもの

である。

（参考）地方自治法第２４１条第５項以外の基金 （単位：千円）

基 金 名 前年度末残高
決算年度末
基　金　額

積立 28,582 取り崩し

減 債 基 金 1,462,965
積立 376,748 取り崩し △89,419

1,750,294

国 民 健 康 保 険 基 金 16,012
積立 0 取り崩し △16,000

12

地 域 振 興 基 金 1,387
積立 1 取り崩し 0

1,388

地 域 福 祉 基 金 79,871
積立 9 取り崩し △21,000

58,880

中山間ふるさと水と土
保 全 基 金

9,850
積立 3 取り崩し 0

9,853

文化スポーツ振興基金 680,429
積立 879 取り崩し △20,000

661,308

農 業 振 興 基 金 25,332
積立 15 取り崩し 0

25,347

と 畜 場 運 営 基 金 635
積立 49 取り崩し 0

684

介 護 保 険 準 備 基 金 54,532
積立 22,117 取り崩し △16,760

59,889

高 額 介 護 サ ー ビ ス
資 金 等 貸 付 基 金

3,000
利子運用 1 取り崩し △1

3,000

畜 産 振 興 基 金 58,761
積立 8,128 取り崩し 0

66,889

ふ る さ と 応 援 基 金 0
積立 209,852 取り崩し △30,000

179,852

平成３０年３月３１日現在

決 算 年 度 中 増 減 額

財 政 調 整 基 金 683,670 712,252
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７．結 び

、 。平成２９年度中種子町一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査の概要は 前述のとおりである

一般会計・特別会計の決算総額は、歳入９７億５０，０６８千円、歳出９６億２２，０１０千

円であり、前年度と比較して、歳入で４億５５，２１９千円（増減率△４．５％ 、歳出で３億）

８９，１８３千円（増減率△３．９％）それぞれ減少している。歳入決算額から歳出決算額を差

し引いた形式収支は１億２８，０５８千円の黒字となっている。

本町においては、第５次中種子町長期振興計画の基本理念を尊重しながら、町長の施政方針で

ある「各種団体等の意見を参考に最小の経費で最大の効果が望めるものを中心に予算編成し、特

に、少子高齢化や農業所得の不振に伴う担い手不足を克服するため、国の事業を活用しながら単

収向上に向け重点的に取り組む。また、農林水産業と商工業の連携を模索しながら、特産品の開

」 。発や６次産業化での農林水産物の付加価値を高める といった中長期的な計画立案を進めている

、 ， （ ． ） 。歳入面では 前年度と比較して４１０ ９３７千円 増減率△５ ７％ の減額になっている

財源の構成比率は、依然として依存財源の比率が高く厳しい財政運営となっており、自主財源

２４．１％、依存財源７５．９％である。

歳出面では、一般会計の決算額は前年度と比較して３８１，１０２千円（増減率△５．４％）

と減少している。前述の重点項目及び第５次中種子町長期振興計画に掲げる施策を基本とし各種

事業が実施されている。

主要財務指標は、財政力指数０．２３、経常収支比率９４．５％、実質公債費比率９．１％と

なっている。公債費負担の指標的には、ある程度良好な状況となっている。

以上を総括し、平成２９年度も前年度に引き続き厳しい財政状況の中、財政負担の軽減を図る

ため事務事業の合理化・効率化を進め、限られた財源を有効に活用する行政運営に努められてい

ると判断できる。

今後も、地方を取り巻く財政状況は先行きが不透明であり、財源の確保はさらに厳しくなるこ

とも予想される。このような状況を踏まえ、今後も各種事務事業の抜本的な見直しを続けるとと

もに、従来にも増した経費削減・合理化を始めとする「行政改革」の推進に引き続き努められた

い。また、税収等の自主財源確保には十分意を注ぎ、収入未済額の解消及び不納欠損処分の防止

に積極的に取り組まれ、計画的かつ効率的な行財政運営により、一層の町民福祉の向上増進に寄

与されるよう要望し、決算審査の意見とする。


